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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の外周部に設けられる車載用のカメラにおいて、
　前記カメラの外表面に設けられるレンズの表面に、異なる２種類の所定範囲の平均粒子
径を持つ二酸化ケイ素粒子、及び二酸化ケイ素を主成分とするバインダーからなる親水膜
が設けられており、異なる２種類の所定範囲の平均粒子径を持つ前記二酸化ケイ素粒子の
うち、小さい平均粒子径を持つ前記二酸化ケイ素粒子は、大きい平均粒子径を持つ前記二
酸化ケイ素粒子より、少なくとも相対的に前記カメラの外表面の空気層側に分布すること
を特徴とする車載用カメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜の前記二酸化ケイ素粒子の平均粒
子径が１０～１００ｎｍであることを特徴とする車載用カメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載の車載用カメラにおいて、前記カメラの外表面の空気層に接している側
に存在する前記二酸化ケイ素粒子の平均粒子径が１０～１５ｎｍであることを特徴とする
車載用カメラ。
【請求項４】
　請求項３に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜に含有される前記二酸化ケイ素粒
子のうち、前記レンズの表面側に存在する二酸化ケイ素の平均粒子径が７０～１００ｎｍ
であることを特徴とする車載用カメラ。
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【請求項５】
　請求項３に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜に含有される前記二酸化ケイ素粒
子のうち、前記レンズの表面側に存在する二酸化ケイ素の平均粒子径が４０～５０ｎｍで
あることを特徴とする車載用カメラ。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜は、アミノ
基を有することを特徴とする車載用カメラ。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜は、平均厚
さが５０～２５０ｎｍであり、算術表面粗さ（Ｒａ）が２．５～５０ｎｍであることを特
徴とする車載用カメラ。
【請求項８】
　請求項７に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜の表面粗さの最大深度（Ｒｖ）は
－６～１５ｎｍであることを特徴とする車載用カメラ。
【請求項９】
　請求項７に記載の車載用カメラにおいて、前記親水膜の表面粗さの最大ピーク（Ｒｐ）
は２０～７０ｎｍであることを特徴とする車載用カメラ。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の車載用カメラにおいて、前記車載用カメラの内
部に設けられたＣＣＤ素子の画像情報取得部の表面と前記レンズとの距離が３ｍｍ以下で
あることを特徴とする車載用カメラ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の外側に取り付けられ車外の状況を把握するための車載用カメラに関し
、具体的にはカメラレンズへの水滴付着による画像の乱れを抑制するためレンズ表面に親
水膜を形成した車載用カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両運転時の安全性の向上を目的として、後方確認、白線認識等、車外の状況を観察す
るために、車載用カメラの普及が加速している。
【０００３】
　車載用カメラは、車内に設置する場合もあるが、周囲の状況を広くモニターするには車
外の方が好適であるため、車外に設置する場合が主である。車載用カメラを車外に設置し
た場合には、降雨、積雪等により車載用カメラのレンズに水滴が付着しカメラに入射する
光を散乱させるため、周囲の状況把握が困難になるケースがある。このため、車載用カメ
ラのレンズに洗浄液を噴射し、レンズ表面を洗浄する機構を設けた技術が特許文献１に開
示されている。
【０００４】
　特許文献１では車載用カメラに洗浄液を噴射する洗浄装置が必要となり、洗浄液の補充
も必要である。そのため、洗浄装置を設けた車両では洗浄装置及び洗浄液タンクを設ける
スペースが必要となり、洗浄装置を駆動するための配線や洗浄液の配管も必要となる。ま
た車両を管理するユーザーが洗浄液を補充する必要もある。
【０００５】
　このように洗浄液を噴射する洗浄装置は、車両内でのスペースを確保する必要があり、
更にユーザーが洗浄液補充を行う必要もあることから、これらが不要な技術が求められて
きた。
【０００６】
　ところで、レンズ表面を親水性にすると、水滴が水膜になるので水滴による光の散乱が
抑制され、視界が良好になると考えられる。レンズ表面を親水化する方法としては、表面
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に酸化チタン含有膜を形成する方法が挙げられる。しかし、酸化チタンは紫外光を照射し
ないと親水性が発現しないので、夜間走行の際は効果が発揮されない。
【０００７】
　特許文献２には、光照射されなくても親水性を発揮する技術が開示されている。これは
レンズ表面に二酸化ケイ素など無機酸化物粒子と空隙により構成される膜を用いている。
無機酸化物は有機物に比べると総じて親水性が高く、例えばアクリル樹脂等の板に比べ二
酸化ケイ素から形成されるガラス板の方が水との接触角が小さく、親水性が高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－２４０９１０号公報
【特許文献２】特開２００４－１２３９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　発明者等は、親水性の高い二酸化ケイ素粒子と空隙からなる親水膜をレンズ表面に用い
る検討を行ってきた結果、通常の雨の場合は水滴の体積がある程度の量になるので膜全面
が水膜となり視界が良好であるが、霧や小雨のように小さな水滴が付着し始めた時は水膜
化しても濡れている部分と濡れていない部分が混在し、この場合は光が散乱してしまい視
界が妨げられてしまうことが判明した。小さな水滴も時間の経過とともにある程度の数が
付着すれば全面が水膜になるので視界は良好になるが、水膜が形成されるまでの間は視界
が不良となる問題があった。
【００１０】
　本発明の目的は、レンズ表面に小さな水滴が僅かに付着しても水膜が形成しやすい親水
膜を形成した車載カメラを提供することにある。
【００１１】
　そこで、発明者等は鋭意検討を行った結果、複数サイズの二酸化ケイ素粒子を有する膜
を複数積層することにより所望の親水膜を形成できることを見出し本発明に至った。本発
明は、親水膜表面に光学的に影響の軽微な凹凸を形成することにより、二酸化ケイ素自身
の親水性、及び凹凸による表面積増大により親水性を向上させたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、車両の外周部に設けられる車載用カメラにおいて、カメラの外表面に設けら
れるレンズの表面に、異なる２種類の所定範囲の平均粒子径を持つ二酸化ケイ素粒子、及
び二酸化ケイ素を主成分とするバインダーからなる親水膜が設けられており、異なる２種
類の所定範囲の平均粒子径を持つ二酸化ケイ素粒子のうち、小さい平均粒子径を持つ二酸
化ケイ素粒子は、大きい平均粒子径を持つ二酸化ケイ素粒子より、少なくとも相対的にカ
メラの外表面の空気層側に分布することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、車両の外周部に設けられる車載用カメラにおいて、カメラの外表面に
設けられるレンズの表面に、所定範囲の平均粒子径を持つ二酸化ケイ素粒子、及び二酸化
ケイ素を主成分とするバインダーからなる親水膜が設けられており、親水膜に分散された
二酸化ケイ素粒子のうち、レンズ表面側に存在する二酸化ケイ素の平均粒子径が、カメラ
外表面の空気層に接している側に存在する二酸化ケイ素の平均粒子径よりも大きいことに
より、雨の降り始め、霧の発生し始めでも周りの状況を把握可能な車載用カメラを実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】本発明の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である。
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【図１Ｂ】本発明の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である。
【図１Ｃ】本発明の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である。
【図２】大径粒子で形成した親水膜断面を示す模式図である。
【図３】親水膜断面と屈折率の関係を示す説明図である。
【図４】本発明の車載用カメラの断面を示す模式図である。
【図５】本発明の実施例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す写真である。
【図６】本発明の実施例２の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す写真である。
【図７】本発明の実施例４の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す写真である。
【図８】本発明の比較例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である。
【図９】本発明の比較例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す写真である。
【図１０】本発明の比較例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である
。
【図１１】本発明の比較例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す写真である。
【図１２】本発明の比較例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である
。
【図１３】本発明の比較例１の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す写真である。
【図１４】車載用カメラレンズの光透過率と蒸気への暴露時間の関係を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面等を用いて、本発明の実施形態について説明する。
〔レンズ表面の親水膜〕 
（1）親水膜の構成
　本発明の車載用カメラのレンズに形成する親水膜は、二酸化ケイ素が主のバインダー、
平均粒子径１０～１５ｎｍの二酸化ケイ素粒子、及び平均粒子径４０～１００ｎｍの二酸
化ケイ素粒子からなる。以後平均粒子径１０～１５ｎｍの二酸化ケイ素粒子を小径粒子、
平均粒子径４０～１００ｎｍの二酸化ケイ素粒子を大径粒子と記述する。
【００１６】
　膜の構成は大きく分けて下記（Ａ）～（Ｃ）の３種類である。図１Ａ～図１Ｃは、本発
明の車載用カメラレンズ表面の親水膜断面を示す模式図である。
（Ａ）小径粒子が表面層にあり、大径粒子がレンズとの界面層にある親水膜
　これは図１Ａの膜ＬＡに示すように、レンズ１の表面に二酸化ケイ素の大径粒子２の層
が形成され、その上に二酸化ケイ素の小径粒子３の層が形成された親水膜である。大径粒
子２と小径粒子３は二酸化ケイ素からなるバインダー４によりレンズ１表面に保持されて
いる。大径粒子２による大きな凹凸、及び小径粒子３による小さな凹凸の両方を有するの
で表面積が大きく、膜全体として親水性が高くなる。
【００１７】
　図２に示すように、大径粒子だけで形成した膜は表面凹凸が大きく、また表面凹凸由来
の光の散乱により目視で観察すると白く濁っている。この場合には視界を妨げる可能性が
ある。
【００１８】
　本発明では、大径粒子の層の上に小径粒子の層を重ねることにより、表面凹凸を低減し
、ひいては膜の濁りを低減でき、更に小径粒子同士の形成する細かな凹凸を付与すること
で、親水性の向上が図れる。
（Ｂ）小径粒子と大径粒子が混在する親水膜
　これは図１Ｂの膜ＬＢに示すように、大径粒子２と小径粒子３が膜全体に混在して存在
するように形成された親水膜であり、大径粒子２同士の間に小径粒子３が入った構造であ
る。（Ａ）で記したように、大径粒子２だけで形成した膜は表面凹凸が大きく、また表面
凹凸由来の光の散乱により目視で観察すると白く濁っており、視界を妨げる可能性がある
。そこで大径粒子２同士の間隙を小径粒子３で埋めることにより表面凹凸を低減し、ひい
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ては濁りを低減でき、更に小径粒子３同士の形成する細かな凹凸を付与することで、膜の
親水性の向上が図れる。
【００１９】
　また、膜内部の大径粒子、小径粒子の間に形成された間隙が毛細管現象により水を膜内
部に取り込もうとして、水滴を広げ、水膜化させるため親水性が高いと考えられる。
（Ｃ）小径粒子が膜全体にあり、大径粒子がレンズとの界面層にある親水膜
　これは図１Ｃの膜ＬＣに示すように、大径粒子がレンズとの界面層にあり、小径粒子が
膜全体に存在する親水膜である。これは膜（Ａ）のように大径粒子による大きな凹凸、及
び小径粒子による膜表面の小さな凹凸の両方を有するので、表面積が大きく、親水性が高
くなる。また（Ｂ）のように膜内部の大径粒子、小径粒子の間隙が毛細管現象により水を
膜内部に取り込もうとして水滴を広げ、水膜化させるため親水性が高くなる。よって、膜
（Ｃ）は膜（Ａ）、（Ｂ）の親水性をさらに向上させる膜形状を併せ持っているので、親
水性がさらに向上する。
（２）親水膜の構成材料
　本発明の車載用カメラのレンズ上に形成される親水膜はサイズの異なる二酸化ケイ素粒
子とバインダーからなる。車載用カメラの最表面のレンズは耐擦性を重視するためガラス
が一般的であるので、本発明は以下、ガラスレンズを主に記述するが、耐擦性を問題とし
なければアクリル、ポリカーボネート等の樹脂を用いても良い。
（Ａ）二酸化ケイ素粒子
　本発明の粒子は、二酸化ケイ素からなる粒子を用いる。粒子のサイズは平均粒子径で表
わした場合、例えば１０～１００ｎｍの範囲のサイズの粒子を用いる。一例として１０～
１５ｎｍの小径粒子、４０～１００ｎｍの大径粒子の２種類のサイズの粒子を用いる。材
質が二酸化ケイ素である理由は透明性に優れ、親水性に優れた材料であることが挙げられ
る。また硬度も高く、透明性が高いのも選ばれる理由である。更に屈折率もガラスとほぼ
同じ約１．５であるため、反射率が低く、透過率が高い。
【００２０】
　粒子の平均粒子径が５０ｎｍを超えると、表面反射により形成される膜が白く濁ってく
るが、光の透過率は通常のガラスより高い。図３は親水膜断面と屈折率の関係を示す説明
図である。
【００２１】
　図１Ａ～１Ｃ、図２ではレンズは横に寝かせた状態を示しているが、図３ではレンズ１
は光軸が水平になるように立てている状態を示す。
【００２２】
　図３に示すように親水膜表面の二酸化ケイ素粒子５とバインダー４の混在する表面領域
６では、親水膜の厚さ方向で考えると、レンズ表面から二酸化ケイ素粒子とバインダーで
満たされた領域７は屈折率がほぼ１．５である。しかしさらに図の右領域では屈折率が１
．０の空気層が混在し、二酸化ケイ素と空気の混在する領域８となる。ここは屈折率が１
．５から減少し、混在領域８右端ではほぼ１．０となる。つまり親水膜の表面近傍はガラ
スより低屈折率になる。
【００２３】
　ガラスのような透明な部材の屈折率がｎ、空気の屈折率を１とした時、その透明部材の
表面の反射率Ｒｏは、
　　　　　　　Ｒｏ＝｛（ｎ－１）／（ｎ＋１）｝２　　　・・・・・・（１）
となることが知られている。
【００２４】
　レンズ表面の屈折率が小さくなることによりレンズの反射率が低減でき透過率が向上し
たものと考えられる。
（Ｂ）バインダー
　本発明の親水膜は二酸化ケイ素粒子と二酸化ケイ素を主成分とするバインダーから構成
される。バインダーは加水分解性基を有するケイ素化合物が加水分解により硬化してでき
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る二酸化ケイ素が主たる物質である。
【００２５】
　加水分解性基を有するケイ素化合物としては、まずシリカゾルが挙げられる。これは加
熱によって加水分解され二酸化ケイ素に変化する物質である。シリカゾルは一般にはテト
ラアルコキシシランを原料として調製する。テトラアルコキシシランを弱酸性の条件で数
時間加温すると、アルコキシシラン基の一部が加水分解し、水酸基となり、これが近傍の
アルコキシシラン基と反応し、ケイ素－酸素－ケイ素の結合を形成しながら分子量が数千
のシリカゾルが得られる。テトラアルコキシシランとしてはテトラメトキシシラン、テト
ラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等が挙げられる。こ
れ以外にも四塩化ケイ素等の塩素基を含有するケイ素化合物も挙げられる。
シリカゾル以外にバインダーの原料となる加水分解性基を有するケイ素化合物としては、
３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－
（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチ
ル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリ
メトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－クロロプ
ロピルトリメトキシシラン、３－クロロプロピルトリエトキシシラン、３－メルカプトプ
ロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリメ
トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、３－グルシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン、３－グルシドキシプロピルトリエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリメ
トキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン等が挙げられる。
【００２６】
　上記のうち、アミノ基を有する３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプ
ロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキ
シシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フ
ェニル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルト
リエトキシシランは、加水分解により、バインダー中にアミノ基を有することになる。こ
の膜を形成した車載用カメラを酸性条件に放置すると、アミノ基がアンモニウム塩構造と
なり、親水性が増大する。例えば排気ガスに含まれるＮＯｘ、ＳＯｘといったガスが水に
溶解すると、硝酸、硫酸等になり、その水を酸性に変化させる。ガスの割合が大きい地域
では、雨水も酸性の場合が多い。酸性の水に触れると、上記アミノ基を有するバインダー
は一部が親水性の高いアンモニウム塩構造を形成するため、親水性がより向上する。
（３）親水膜の製膜方法
　蒸着等の真空プロセスは電力使用量が大きく、製膜時間もかかるので、本発明では、大
気中でウエット塗布する方法を採用している。具体的には親水膜形成に必要なコート液を
調製し、これをレンズに塗布し、加熱乾燥することにより親水膜を製造する。
【００２７】
　上記したように、本発明の親水膜の構成は大きく分けて３種類あり、それぞれについて
説明する。
（Ａ）小径粒子が表面層にあり、大径粒子がレンズとの界面層にある親水膜
　この膜を形成する際は初めに大径粒子を含有するコート液を塗布し、その後乾燥する。
その上に小径粒子を含有するコート液を塗布し、乾燥することにより製造する。
（Ｂ）小径粒子と大径粒子が混在する親水膜
　この膜は大径粒子と小径粒子を混合したコート液を調製し、これを塗布・乾燥して製造
する。
（Ｃ）小径粒子が膜全体にあり、大径粒子がレンズとの界面層にある親水膜
　この膜は、まず上記（Ｂ）の膜を形成し、その上に小径粒子を含有するコート液を塗布
後、乾燥して製造する。
【００２８】
　次に用いる親水膜形成用のコート液、及び製膜方法の詳細を下記する。
（イ）コート液調製
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　コート液は、バインダー液及び二酸化ケイ素粒子の分散液を混合することにより製造す
る。これら２種類の溶液の調製方法を下記する。
（バインダー液調製）
　まず、シリカゾル溶液を調製する方法を記す。これは前記記載のテトラエトキシシラン
等の化合物を酢酸等の酸で部分的に加水分解、及び、引き続き起きる重合反応により、平
均分子量数千のシリカゾルに変換する。
【００２９】
　シリカゾル以外では、例えば３－アミノプロピルトリメトキシシラン溶液は、３－アミ
ノプロピルトリメトキシシランをエタノール等のアルコールに溶解することで製造する。
（二酸化ケイ素粒子の分散液）
　次に二酸化ケイ素粒子の分散液を調製する。二酸化ケイ素は比重が約２．５と無機酸化
物の中では比較的小さい。そのため、溶媒にエチレングリコールモノアルキルエステル、
或いはジエチレングリコールモノアルキルエステル、エチレングリコールモノアルキルエ
ーテル、或いはジエチレングリコールモノアルキルエーテル等の分散剤を加えることによ
り二酸化ケイ素粒子の分散液を調製することが可能となる。これを上記バインダー液に混
合し、親水膜形成用のコート液を調製する。
【００３０】
　バインダー液、及び二酸化ケイ素粒子分散液の溶媒は水酸基を有するアルコール、或い
はエチレングリコールモノアルキルエーテルが好ましい。
【００３１】
　製膜時の環境が高湿度の場合には、空気中の水分がコート液中に入ってくる。その際、
水に不溶性の溶媒は濁ってくる。コート液中にある程度以上水が入ると、水と溶媒は相分
離を起こす。どちらの状態でも、製膜すると水とコート液の溶媒が分離して乾燥が不均一
となるため、均一で平坦な親水膜を製膜しにくくなる。そのため、コート液の溶媒は水に
溶解、或いは一部溶解するアルコール、或いはエチレングリコールモノアルキルエーテル
を用いる。
【００３２】
　ただ、沸点が高く揮発しにくい溶媒は乾燥に長時間を要するので、スループット向上の
ため、沸点は１４０℃以下が望ましい。これに該当する溶媒としては、メタノール、エタ
ノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、ｔ－
ブタノール、１－ペンタノール、２－ペンタノール、３－ペンタノール、ｔ－ペンタノー
ル、２－エトキシエタノール等が挙げられる。
（ロ）塗布方法
　上記で製したコート液を車載用カメラのレンズに塗布する。塗布方法は常温・常圧で塗
布可能なスプレー法、或いはディップ法が好適である。
【００３３】
　なお、塗布の前にレンズに酸素プラズマを照射したり、オゾンに暴露させることにより
、レンズの濡れ性は高まり、若干付着している汚れも除去しやすくなる。
（４）親水膜の物性
　本発明の車載用カメラのレンズ表面の親水膜の表面粗さ等と親水性の関係を調べると、
次のような結果であった。
【００３４】
　親水膜の算術平均粗さ（Ｒａ）は粒子によって表面凹凸を形成し、表面積を増大させ、
親水性を向上させるため、ある程度の大きさが必要である。本発明では親水膜のＲａの下
限は２．５ｎｍであり、この値では十分な親水性が確保される。これは用いる粒子の平均
粒子径の下限が１０ｎｍなので、その粒子がバインダーや他の粒子と粒子の間隙に埋もれ
る等して、２．５ｎｍになったものと考えられる。
【００３５】
　ところで、表面が粗化しすぎると、光が散乱し、光透過性が低下する。車載用カメラは
可視領域（おおよそ４００～７００ｎｍ）の光を透過する必要がある。この領域の波長の
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散乱が起こりにくい領域を調べたところ、Ｒａが５０ｎｍでは散乱が照射光の５％以下で
あったが、５０ｎｍを超えると急激に散乱しやすくなり、Ｒａが５５ｎｍでは散乱が照射
光の約１０％まで増大し光の透過率が１０％以上低下した。散乱は特に短波長で強くなり
、透過率も短波長ほど低下した。このことから、Ｒａの上限は５０ｎｍが好ましい。以上
よりＲａの範囲は２．５～５０ｎｍが好ましい事が判った。
【００３６】
　次に親水膜の表面粗さの最大深度（Ｒｖ）を調べると、Ｒｖは６～１５ｎｍが好ましい
ことが判った。深度が小さすぎると親水性が低下する。これは粒子間の間隙から水が毛細
管現象のように入るには深度はある程度大きくなる必要があり、それが実験では６ｎｍと
いうことである。また深度が大きすぎると、具体的には１６ｎｍ以上の場合には、水以外
の汚れが入りこみ親水性を低下させたものと考えられる。
【００３７】
　一方、親水膜の表面粗さの最大ピーク（Ｒｐ）を調べると、Ｒｐは２０～７０ｎｍが好
ましいことが判った。Ｒｐは小さすぎると表面粗さ自身が小さくなりすぎ、大きすぎると
光を散乱させて透明性が低下するので、２０～７０ｎｍが適正になったと考えられる。
【００３８】
　次に親水膜の膜厚を検討した。膜厚は大径粒子が膜厚方向に１～２個程度重なり、その
上に小径粒子が１～５個重なった構造が望ましい。大径粒子が平均粒子径４０～１００ｎ
ｍ、小径粒子が平均粒子径１０～１５ｎｍなので、親水膜の膜厚はおおよそ５０～２５０
ｎｍが望ましい。これにより粒子間の間隙に毛細管現象で水が入り込む形で水膜が形成す
るので、親水性が向上する。
【００３９】
　親水膜がこれより厚すぎると擦れに対して弱くなる。また膜が薄くなりすぎると粒子間
の間隙に毛細管現象で水が入り込む現象を起こせなくなるほど粒子同士が離れすぎてしま
う。以上のようなことから膜厚は５０～２５０ｎｍが望ましい。
〔親水処理したレンズを有するカメラ〕
　本発明の車載用カメラの断面模式図を図４に示す。カメラ筐体９にパッキン１０を介し
て親水膜をコーティングしたレンズ１１が取り付けられている。レンズ１１の内側にはＣ
ＣＤ素子１２が設けられており、レンズ１１を通して入ってきた画像情報を読み込み、画
像処理機器（この図では省略）に送る。本発明でレンズは大きな二酸化ケイ素粒子によっ
て若干濁り、透明なレンズに比べてヘイズが高い。その場合ＣＣＤ素子をレンズの表面と
極力近く配置することにより、濁りによる透過率の低下を極力抑えることが可能となる。
【００４０】
　本発明の車載用カメラのレンズ１１のヘイズは１以下であるが、レンズからＣＣＤ素子
１２を４ｍｍ程度離すと入力する光量がＣＣＤ素子１２を３ｍｍ離して入ってきた光量よ
り約２％程度低下する。ＣＣＤ素子１２とレンズ１１の距離が３ｍｍ以下、またはレンズ
１１に接触させた状態で光の透過率差は０．５％以下であるので、ＣＣＤ素子とレンズの
距離は３ｍｍ以下が望ましい。
〔本発明の車載用カメラの用途〕
　本発明の車載用カメラは後方確認用のバックモニターとしての用途が考えられる。その
他路上の白線を認識し、それを目印にアクセル、ブレーキ、ハンドルを自動制御し、自動
走行するシステムの目として機能する用途が考えられる。また従来ドアミラー、バックミ
ラーで頼っていた後方、斜め後方の状況確認も可能なモニターとしての用途も考えられる
。更に劣悪な環境で自動運転するクレーン車、掘削車両、ダンプカー等の遠隔操作用モニ
ターとしての用途も考えられる。加えて無人鉄道車両の遠隔操作用モニターとしての用途
も考えられる。
【００４１】
　本発明の実施例を以下に示す。
【実施例１】
【００４２】
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　実施例１は本発明の車載用カメラのレンズに形成する親水膜に関する内容、及びレンズ
に関して記述する。
（１）親水膜形成のためのコート液調製
　平均粒子径１０～１５ｎｍの二酸化ケイ素粒子（３０重量部）、エチレングリコールモ
ノブチラート（５重量部）を混合後、撹拌しながらエタノール（９６５重量部）を少しず
つ加える。この液を粒子混合液とする。
【００４３】
　テトラエトキシシラン（７０重量部）をエタノール（９８０重量）に溶解し、極微量の
硝酸を加え、５０℃で約１時間加温する。こうしてケイ素濃度で約１重量％、溶媒を揮発
させ熱硬化後の二酸化ケイ素濃度で約２重量％のシリカゾル液（１０００重量部）を得る
。これに先ほど調製した粒子混合液を全量加え、こうして調製された平均粒子径１０～１
５ｎｍの二酸化ケイ素粒子を含むコート液をコート液Ａとする。
【００４４】
　次に平均粒子径７０～１００ｎｍの二酸化ケイ素粒子を含むコート液を調製する。この
液の調製方法は、平均粒子径１０～１５ｎｍの二酸化ケイ素粒子（３０重量部）の代わり
に平均粒子径７０～１００ｎｍの二酸化ケイ素粒子（３０重量部）を用いる以外は上記コ
ート液Ａを調製する際と同様にして調製した。平均粒子径７０～１００ｎｍの二酸化ケイ
素粒子を含むコート液をコート液Ｃとする。
（２）レンズへの親水膜形成
　上記コート液Ａとコート液Ｃを用いてレンズ上に親水膜を形成する。ここではディップ
法での塗布を記述する。まずディップ装置の引き上げ用冶具にレンズの光透過面が水平に
なるよう固定する。初めにコート液としてコート液Ｃを用いる。レンズがコート液Ｃに浸
かるようコート液Ｃの入っている容器に挿入し、この後引き上げ速度を０．７５mm／秒で
コート液Ｃから引き上げる。引き上げた後、８０℃の恒温槽に１時間入れ、取り出し、常
温まで冷却する。
【００４５】
　次にコート液Ａをコート液Ｃと同様の方法でレンズに塗布・加熱する。こうしてレンズ
上に図１ＡのＬＡに相当する構造の親水膜（親水膜－１）を形成する。
【００４６】
　親水膜－１の断面写真を図５に示す。大径粒子の上に小径粒子が存在する構造が確認で
きる。なお、二酸化ケイ素からなるバインダーはこの写真では確認できないくらい薄いの
で矢印では示していない。また、以後の写真も同様の理由で二酸化ケイ素のバインダーは
示していない。
【実施例２】
【００４７】
　次に図１ＢのＬＢに相当する構造の親水膜を形成する方法を記す。実施例１で作製した
コート液Ａとコート液Ｃを等量混合する。これをコート液Ｄとする。
【００４８】
　コート液Ｄをコート液Ｃと同様の方法でレンズに塗布・加熱する。こうしてレンズ上に
図１ＢのＬＢに相当する構造の親水膜（親水膜－２）を形成する。
【００４９】
　親水膜－２の断面写真を図６に示す。大径粒子と小径粒子が図１Ｂと同じように存在す
る構造が確認できる。
【実施例３】
【００５０】
　次に、実施例３の、親水膜を形成する方法を記す。実施例２の平均粒子径７０～１００
ｎｍの大径粒子の代わりにより小径の平均粒子径４０～５０ｎｍの大径粒子を用い、平均
粒子径４０～５０ｎｍの二酸化ケイ素粒子を含むコート液を調製する。この液の調製方法
は、平均粒子径１０～１５ｎｍの二酸化ケイ素粒子（３０重量部）の代わりに平均粒子径
４０～５０ｎｍの二酸化ケイ素粒子（３０重量部）を用いる以外は上記コート液Ａを調製
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する際と同様にして調製した。平均粒子径４０～５０ｎｍの二酸化ケイ素粒子を含むコー
ト液をコート液Ｂとする。上記で製したコート液Ａとコート液Ｂを等量混合する。これを
コート液Ｅとする。
【００５１】
　コート液Ｅをコート液Ｃと同様の方法でレンズに塗布・加熱する。こうしてレンズ上に
図１ＢのＬＢに相当する構造の親水膜（親水膜－３）を形成する。
【実施例４】
【００５２】
　次に図１Ｃに相当する構造の親水膜を形成する方法を記す。コート液Ｄをコート液Ｃと
同様の方法で塗布・加熱する。こうしてレンズ上に図１ＢのＬＢに相当する構造の親水膜
（親水膜－２）を形成する。次にコート液Ａを同様にして親水膜－２の上に塗布し、加熱
することによりレンズ上に図１Ｃに相当する構造の親水膜（親水膜－４）を形成する。
【００５３】
　親水膜－４の断面写真を図７に示す。大径粒子と小径粒子が図１ＣのＬＣと同じように
存在する構造が確認できる。
（３）親水性評価
　上記のように作製した親水膜－１～親水膜－４の水との接触角はいずれも５°以下であ
った。親水膜を形成する前のレンズの水との接触角は約３０°であることから、形成した
膜の親水性が確認された。
（比較例１）
（１）レンズへの親水膜形成
　実施例１で調製したコート液Ａのみを実施例１と同様にレンズに塗布し、加熱すること
により、レンズ上に図８に相当する構造の親水膜（親水膜－５）を形成する。この親水膜
の断面写真を図９に示す。
【００５４】
　同様に実施例１で調製したコート液Ｂのみを実施例１と同様にレンズに塗布し、加熱す
ることにより、レンズ上に図１０に相当する構造の親水膜（親水膜－６）を形成する。こ
の親水膜の断面写真を図１１に示す。
【００５５】
　同様に実施例１で調製したコート液Ｃのみを実施例１と同様にレンズに塗布し、加熱す
ることにより、レンズ上に図１２に相当する構造の親水膜（親水膜－７）を形成する。こ
の親水膜の断面写真を図１３に示す。
（２）親水性評価
　上記のように作製した親水膜－５～親水膜－７の水との接触角はいずれも５°以下であ
った。親水膜を形成する前のレンズの水との接触角は約３０°であることから、形成した
膜の親水性が確認された。
（３）蒸気暴露による親水性評価
　本発明の実施例、及び比較例の親水膜－１～親水膜－７は濡れ性の尺度として用いる接
触角測定を行うと、水との接触角はいずれも５°以下で、比較が困難であった。そこで、
親水膜に加湿器で細かい水滴を付着させ、その直後の水滴の付着状態による文字の見えや
すさで親水性を評価した。
【００５６】
　具体的には親水膜を形成したレンズをスチーム式加湿器（日立リビングサプライ社製Ｈ
ＬＦ－３５０）の蒸気噴出口から５０ｍｍ離した位置に一定時間保持し、その直後、文字
サイズ１０ポイント、フォントが明朝体の印刷物上に上記暴露面を上にして置き、文字の
見えやすさを目視で評価し、曇りの度合いを評価した。暴露時間が短い場合は蒸気が水滴
となって付着するとレンズが曇り、文字が見えにくくなるが、暴露時間が長くなると蒸気
が水膜化するとレンズが曇らず文字がみえやすくなる。また親水性が高いほど蒸気が水膜
になりやすいので、短時間で文字が見えやすくなる。このように、文字の見えやすさで親
水性を評価することにした。
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【００５７】
　結果を表１に示す。
【００５８】
【表１】

【００５９】
　親水膜－１～親水膜－４は暴露時間２秒間で文字判読可能であった。しかし、親水膜５
は１０秒間暴露しなければ文字判読できず、親水膜－６、親水膜－７は１５秒間暴露しな
ければ文字判読は困難であった。
【００６０】
　以上より、レンズ側に大径粒子、空気層側に小径粒子を有する親水膜、或いは大径粒子
と小径粒子が混在する親水膜は、ほぼ同程度の大きさの粒子からなる親水膜に比べて親水
性の高いことが判った。特に、小さな水滴が僅かに付着した場合の水滴の水膜化が起こり
やすく、僅かな水滴付着による曇りが抑制できることが判った。
（比較例２）
　実施例１～４で製作した親水膜－１～親水膜－４、及び比較例１で製作した親水膜－５
～親水膜－７を塗布したレンズを図４に示す車載用カメラに取り付けた。これら車載用カ
メラのレンズ部分に比較例１で用いた加湿器の蒸気噴出口から５０ｍｍ離した位置に一定
時間保持し、その直後、レンズから１０ｍ離れた位置の道路上の白線が車載用カメラの画
像情報を映したモニターで目視確認できるかどうかを調べた。比較例１では文字の判読可
否で親水性を評価したが、比較例２では文字の代わりに道路上の白線で評価した。
【００６１】
　結果を表２に示す。
【００６２】
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【表２】

【００６３】
　親水膜－１～親水膜－４は暴露時間２秒間で白線認識可能であった。しかし、親水膜－
５～親水膜－７は１０秒間暴露しなければ白線とは確認できなかった。
【００６４】
　以上より、この実験からも、レンズ側に大径粒子、空気層側に小径粒子を有する親水膜
、或いは大径粒子と小径粒子が混在する親水膜は、ほぼ同程度の大きさの粒子からなる親
水膜に比べて親水性の高いことが判った。特に、小さな水滴が僅かに付着した場合の水滴
の水膜化が起こりやすく、僅かな水滴付着による曇りが抑制できることが判った。
（比較例３）
　比較例２で製作した親水膜－１、及び親水膜－７形成のレンズ付き車載用カメラの３６
０～７６０ｎｍでの平均光透過率が蒸気暴露により変化する様子を調べた。結果を図１４
に示す。
【００６５】
　親水膜１を形成したレンズの場合は蒸気暴露前の光の透過率は約９６％であった。２秒
間暴露すると約９２％程度に低下するが５秒間暴露すると約９４％まで、１０秒間暴露す
ると約９５％まで回復した。
【００６６】
　親水膜－７を形成したレンズの場合も蒸気暴露前の光の透過率は約９６％であった。し
かし２秒間暴露すると約８０％程度に低下し、５秒間暴露すると約７０％まで低下した。
その後回復してくるが、１０秒間暴露しても８５％までしか回復しなかった。
【００６７】
　親水膜－７を形成したレンズを目視で観察すると、蒸気を暴露し始めるとレンズ表面に
蒸気由来の水滴が付着し始め、暴露５秒後には水滴がかなり密集していた。暴露時間が１
０秒になると、水滴同士が合体し、水膜化して、それに伴い光の透過率も回復してきた。
【００６８】
　親水膜－１を形成したレンズを目視で観察すると、蒸気を暴露し始めるとレンズ表面に
蒸気由来の水滴が付着し始めるが３秒程度でに水膜化し、水滴と認識できなくなる。
【００６９】
　以上より、レンズ側に大径粒子、空気層側に小径粒子を有する親水膜、或いは大径粒子
と小径粒子が混在する親水膜は、水滴付着の初期において光透過率低下も抑制可能である
ことが明らかとなった。
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【符号の説明】
【００７０】
１…レンズ
２…大径粒子
３…小径粒子
４…バインダー
５…二酸化ケイ素粒子
６…二酸化ケイ素粒子とバインダーの混在する表面領域
７…二酸化ケイ素粒子とバインダーで満たされた領域
８…二酸化ケイ素と空気の混在する領域
９…カメラ筐体
１０…パッキン
１１…親水膜付きのレンズ
１２…ＣＣＤ素子
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